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第１１回「食品の表示に関する共同会議」の議事概要 

（平成１５年１１月１２日（水）） 

 

１．委員の出欠 

全員出席 

 

２．概要 

（１）生鮮食品の原産地表示の今後のあり方について 

事務局から、資料１（生鮮食品の原産地表示の今後のあり方に

ついて（生鮮食品の原産地表示その３）について、説明。  

 

①外国から生体を輸入し国内で飼養した畜産物に関する特例（いわゆ

る３ヶ月ルール）の対応方向 

座  長：３ヶ月ルールについては、前回までの会議で、議論が出尽く

していると思う。各委員からも特段の意見がないようなので、

本会議としては３ヶ月ルールを廃止し、ＪＡＳ法の基本ルール

（主たる飼養地を原産地として表示）に整合を図るということ

としたい。 

 

②地名を冠した銘柄牛の表示の対応方向 

委  員：資料１の４ページのただし書きについて、前回までの議論で

は、例えば近江牛で主たる飼養地が滋賀県というように、銘柄

に冠した地名とＪＡＳ法上の原産地が一致する場合にも県名

を表示するか、事務局原案のように省略可能とするかの議論は、

あまりされなかったと思うので、もう少し委員の考えを確認し

たい。 

委  員：表示はわかりやすい方がよい。単に「○○牛」という場合、

原産地が書いてあるのか、書き忘れたのかについて、一般の人

にはわからないと思う。こうしたルールを全ての消費者が理解

する事は難しいのではないか。従って省略可能とせず、必ず県

名を表示するとした方がよいのではないか。 

委  員：消費者がわかりやすいということは大事だが、銘柄牛の中に

は複数県にまたがるなど、県で区別されないような銘柄牛もあ

り、原案でよいのではないか。 
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委  員：表示はわかりやすい方がよい。「豊後牛」といっても、大分

県とわかるかどうか不安な面もあり、消費者の立場からすれば、

都道府県名を省略せず括弧書きで書いてある方がわかりやす

い。 

委  員：３ヶ月ルールという特例がなくなれば、最も長い飼養地が原

産地となるのだから、銘柄の地名と都道府県名が一致すれば原

産地を省略することでよいのではないか。 

委  員：「一般に知られている地名」が旧国名等で表示された場合は、

消費者に理解されない場合があるので、現在の地名を使用する

方がよいのではないか。 

事 務 局：現在のＪＡＳ法のルールを紹介すると、農産物は、都道府県

名での表示が基本だが、都道府県名の代わりに市町村名その他

一般に知られている地名を原産地として使用してもよいこと

となっている。 

  「一般的に知られている地名」については、Ｑ＆Ａにより郡

名等の他に旧国名も使用してよいこととしている。 

「一般に知られている地名」とは、具体的にどこまでを示すの

かということについては、それぞれの地域によって状況が異な

るので、売り手がそれぞれ工夫して消費者に理解されるよう表

示すればよいと考える。 

委  員：銘柄牛には、地名が冠されていないものもある。近所の肉

屋さんには山形の「べに花牛」という銘柄の牛肉が売られて

いる。しかし、これだけでは、山形産かわからないので県名

まで表示してある方がありがたい。 

座  長：今回の議論の対象は、「産地を冠した」名称に限定している。 

委  員：ししが谷唐辛子、日向かぼちゃ等の品種があるが、「日向」 

は何県かわからないのではないか。消費者はそのようなルール 

があることは知らないのではないか。消費者は常にごまかされ 

ているかどうかという不安がある。だから、一般の消費者が表 

示を見ただけでわかるようなルールを作る必要があるのでは 

ないか。例えば、原産地表示は、ある土地の土壌が汚染されて 

いた場合、産地表示が表示してあれば、不安が解消するという 

手段にもなっている。こうしたことからも、表示のルールは複 

雑であってはいけない。小学校６年生ぐらいがわかるようにし
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なければいけないのではないか。 

座  長：今回の議論は、地名を冠した銘柄牛等の畜産物について、特 

例を設けようとするものである。生鮮食品全般の地名のあり方 

に関する議論ではないので、銘柄牛等の畜産物に関して議論を 

進めて頂きたい。 

委  員：私は、誤認を防止するという観点からすれば、銘柄に冠した 

地名と主たる飼養地が一致する場合には、銘柄に冠した地名を 

もって、ＪＡＳ法上の原産地と見なすという原案でよいのでは 

ないかと思う。例えば、滋賀牛（滋賀県産）と、わざわざ二重 

に表示する必要はないのではないか。 

誤認に関しては、むしろ、和牛や国産牛という表現の方が消

費者に誤認されやすいのではないか。誤認はいろいろなケース

があるので地名に限らず今後一つ一つ検討していくことが重

要。 

委  員：私も委員と同じ意見である。主たる飼養地が兵庫県の神戸 

牛に（兵庫県産）とあえて書く必要があるのか。牛トレサビリ 

ティ法により、産地の情報が知りたければ誰でもわかるように 

なる。誤認を招かないようにするという観点から考えれば、原 

案でよいのではないか。 

座  長：神戸牛（兵庫県産）は確かにくどいような気もするがどうか。 

委  員：産地を冠した例については、品種とその地域で生産されたも 

のという２つのケースがある。識別しやすいように、本来は両 

方のケースとも都道府県名を表示する方がよいのではないか 

と思う。 

事 務 局：今回の議論は、産地を冠してある銘柄牛の場合の表示方法と 

いう生鮮食品の原産地表示全体の体系の中のごく一部の議論。 

全ての生鮮食品については原産地表示が義務化されている 

ので、膨大な生鮮食品に多種多様な表示がなされている実態を 

踏まえること、罰則を伴う強制ルールとして全ての場合に義務 

付けることになることに留意が必要。 

例えば小さな○○町で生産された野菜の場合、その町の八百

屋で売る時は、原産地を○○町と表示しても、町の人すべてが

理解することが可能だが、このような場合にまで道府県名の表

示を必ず義務付けることは、あまりに過剰な規制となる。生鮮
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食品全体の表示ルールの中で銘柄牛の場合に限って、必ず都道

府県名の表示を義務付けることとするのは、現時点においては

整合的でないと考えざるを得ない。 

座  長：ＪＡＳ法上の原産地を都道府県名で表示することを基本とす 

るが、銘柄に冠した地名とＪＡＳ法上の原産地が一致する場合 

については、表示する、省略するという２つの意見がある。 

誤認防止という観点から、銘柄牛に特例を設けて義務化を行 

うのであれば、規制はあまり過剰でない方が望ましい。こうし

た観点からすれば、銘柄に冠した地名と主たる飼養地が一致す

る場合については、その地名をもってＪＡＳ法の原産地とみな

すことができるということでいかがか。 

委  員：加工食品の場合は、その製品に責任を持つ製造者の住所氏名 

が必ず表示してある。生鮮食品の場合、産地を省略している場 

合にはそのことを消費者は理解しにくい。牛の銘柄はあっても、 

その産地として責任を持つ原産地が表示されていないという 

ことはいかがなものか。 

委  員：品種と銘柄の区別がよくわからないので誤解しているかもし 

れないが、例えば鶏の名古屋コーチンの場合、銘柄、品種のど 

ちらになるのか。 

事 務 局：品種でも産地を冠したものがある。名古屋コーチンは、鶏の 

品種だが、主たる飼養地が名古屋以外の地域の場合は当然別途 

原産地を表示することとなる。 

座  長：地名を冠した銘柄牛の表示の対応方法については、地名を冠 

していることで消費者が誤認しないよう、銘柄とは別に、ＪＡ 

Ｓ法上の原産地を「都道府県名（又は市町村名その他一般に知 

られている地名）」で表示することを原則とするが、銘柄に冠 

された地名がＪＡＳ法上の原産地（主たる飼養地）と一致する 

場合には、省略も可能という原案の方向でまとめたい。 

 なお、地名が一般に理解できるかどうかという点については、 

ＪＡＳ制度全体の問題として検討して欲しい。 

 ③その他 

座  長：生鮮加工の分類については、これまでの議論の中でいろいろ 

な意見があったが、結論を得るに至っていない。従って議論は 

終わっていないという点には、報告書において触れておく必要
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がある。 

委  員：資料１の６ページにある運用面の改善とはどのようなことか。 

事 務 局：生鮮・加工の基準は、制度で決まっているものと、運用によ 

り分類している場合がある。このため、このような書きぶりと 

なっている。 

委  員：刺身の盛り合わせの場合、まずはガイドラインにより、ボー 

ドで表示することからやってみようというように、色々試して 

みてその結果がどうなっていったかを踏まえて、今後生鮮・加 

工の分類を議論するものと理解している。これは、すぐに結論 

の出るものではなく、非常に難しい問題である。 

座  長：今回の議論で、大体方向性は見えてきたと思う。次回は、事 

務局において、報告書の案を示していただき、最終的な取りま 

とめに入りたい。 

委  員：資料では豚、鶏と豚、鶏等という表現があるが、違いはある 

のか。また、等とは具体的になにを指すのか。 

事 務 局：内容に違いはないので、次回の報告書では統一した表現とし 

て、豚、鶏等としたい。また、等には馬や羊などが含まれる。 

 

（２）表示方法について 

事務局から、資料２（表示方法について（その１：現状と課題）

について、説明。  

＜意見交換＞ 

座  長：資料２は、表示方法の現状と問題点について、事務局におい 

て整理したものである。細かい議論については次回以降という 

ことになるが、特に何か御質問等あればお伺いしたい。 

委  員：私どもとしては、表示すべき内容がきちんと盛り込まれてい 

れば、加工食品に表示するにあたり、統一された様式は必要な 

いのではないかと考えている。小売りとしてはお客様にわかり 

やすい表示を心がけており、様式は小売りサイドにまかせて欲 

しい。 

もし、ラベルの変更となれば、ラベルプリンタのソフト切り 

替えや機種変更等、大変なコストが降りかかるということにつ

いても、是非とも御理解頂きたい。現在、小売業界には、外形

標準課税の導入や外税表示への移行など、コストアップにつな
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がる要因が数多くある。わかりやすい表示が大事なのはもちろ

んだが、コストを無視した議論は、商品価格への転嫁、中小零

細企業への圧迫等、市場に大きな影響を与える可能性があるこ

とに留意されたい。 

座  長：表示コストの問題で、中小小売店がつぶれていくのは本意で 

はない。この検討課題は、食品表示の本質にかかわってくる問 

題でもあり、次回以降、是非、広い視野で御議論頂くよう、委 

員の皆様にはお願いしたい。 

 

（３）その他 

事務局から、参考資料２（原料原産地表示を義務付けるべき加

工食品の具体的品目（案）の公表等について（ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ案）につ

いて、説明。  

＜資料についての質問等＞ 

委  員：牛乳は農畜水産物には入らないのか。 

事 務 局：牛乳は加工度が低い食品であると思われるが、実態として、 

生乳はほぼ全量が国産であるので、今回のリストには入ってい 

ない。 

委   員：いくつか質問したい。 

① 現行ルールで表示が義務付けられている８品目（参考資

料２別添１の別紙３）については、これまで検討してきた

加工食品の原料原産地表示に関する新しいルールが適用

された場合には、それに従ってルールが変わるということ

か。 

② 加工の程度が低いことを今回のリストに入れる要件と

したようだが、例えば、衣付きトンカツなどはどういう扱

いにするのか。今回の公表資料に示されている品目だけの

議論では、カバーしきれないのではないか。公開ヒアリン

グでは、どのように意見を吸収していくのか。 

③ 別紙２の９品目の選定基準はどのようなものか。 

④ 水は、使用した原材料としてカウントされるのか。ある

加工食品が「５０％要件」（報告書５ページ枠内）に合致

するか否かを判断する際の原材料に含めるのか。 

事 務 局： 



 

 7

① 別紙３の８品目については、基本的には現行どおりとし

たいと考えているが、御意見があれば、公開ヒアリングで

議論して頂く。 

     ② 別紙１は、報告書５ページの枠内の要件に合致すると考

えられる品目を一律に選定したもの。しかし、もちろん、

御指摘のとおり、境界線上となる品目は存在するし、個々

の品目群についての異論もあると思われることから、表示

対象品目の範囲について御意見がある場合には、今後、公

開ヒアリングの場等でぜひ議論して頂きたい。今回のリス

トに入っていない品目群についても、同様である。 

③ 参考資料２別添１の２（２）にあるとおり、別紙２に揚

げられている品目は、「原産地に由来する原料の品質が製

品の品質に反映されると一般的に認識されている可能性

がある」ものである。具体的には、表示の要望が多く、ま

た、現状でも原料の原産地に関する強調表示がなされてい

る品目といったような考え方で選定した。これらの品目の

扱いについては、今後、公開ヒアリングの場等で議論頂き

たい。 

④ 水については、原材料に含めないこととしたい。 
委  員：例えば、参考資料２別添１の２（１）に示されている「加工 

度が低い」「産地によって商品が差別化されている」等の考え

方は、「and」でつながるのか、「or」でつながるのか。この

ように、表示の対象となるか否かの線引きが不明確であると、

その商品が義務表示対象であって表示が欠落しているのか、そ

もそも表示対象でないのか等、一般の消費者にとってはわかり

にくくなる可能性があるのではないか。 

座  長：御指摘の点については、ここにいる委員全員で何度も議論の

上報告書としてまとめたものである。 

事 務 局：誤解がないように言っておくと、ここであげられている品目 

選定の考え方は、今回案としてお示しした品目を選定する際の 

ものであり、最終的に品目が決定されればもはやこの選定の考 

え方に関わらず５０％以上の主原料には全て表示義務がかか 

るということである。 
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（次回の会議は、郵政公社共用会議室において１２月１７日（水）午前

１０時から開催されることとなった。） 
以 上 


